
まちづくり市民会議 第１小委員会議事録⑩ 
 

■日 時   ２００８年６月５日（木） 午後６時３０分～午後８時２５分 

■場 所   太田市役所 １０階 政策推進会議室 

■出席者   浦野委員長、宮越副委員長、相沢、天笠、早川、福島（委員６名）            

奥川係長代理、小川主任（市２名） 
※欠席委員４名 荒井、境野、佐々木、原澤 

  
【概要】 
１．会議の目的 
 ・第１小委員会の「新太田市における理想像の検討」は今回で終了し、次回から具

体的な「提言書作成」の作業に入るため、最終的な意見交換を行い、委員相互の

意思を確認する。 

 ・提言書の具体的な作成方法について確認する。 

 

２．会議の内容 

（１）意見用紙の検討（事前に提出された意見等の検討） 

●町内会・区長会制度の改革について 

・町内会、区長会の役割や制度などについて、区長自身が認識を改め、当該制度を

新たな見方で捉える必要がある。 

・区長は、「市民」「市議会」「行政」が相互通行できるよう、区長会規約や区長会

会則の見直しを検討すべきである。 

・行政から「太田市区制規則」「区長・区長代理の取り扱う事務について」「区制事

務経費」などを見直して、区長制度の改革を促すのが良いと思われる。 

・区長の再任制度は、地区によっては為り手がいないため、現状では必要かと思わ

れる。 

・区長会の情報公開を進め、行政と区長会との関係を明確にするべきである。 

 

●行政区の合区について 

・少子高齢化の進行に伴い、準限界集落と同様な状況にある尾島地区で合区に着手

したが、単なる隣接区との合区ではなく、町内会を通して地域住民の意見や要望

を聞き、新行政区のビジョンを示す必要がある。 

・単なる隣接区との合区では、昔からのしきたりに影響を及ぼす可能性があるた 

め、合区にあたっては慎重を期す必要がある。 

・昔からのしきたりの違いにより、状況に応じて、小さな行政区も必要になると思

われる。 

・合区にあたっては、人口構成のバランスに配慮しなければならない。 

 



（２）意見交換 

 ・「安全・安心・快適でコンパクトなまちづくり」を行うには、それぞれの地域の

特徴を活かしたまちづくりが必要である。 

 ・人口密度の高い地域は、「商店」「医療機関」「行政機関」などをバランス良く配

置し、人口密度の低い郊外の地域などは、農業を中心としたまちづくりとする。 

 ・これからのあるべき姿のまちづくりは、太田市における新生太田総合計画のまち

づくりのビジョンに対して、町内会の人口構成のおかれている状況を加味して、

いままで当委員会で検討してきた「安全・安心・快適でコンパクトなまちづくり」

をリンクさせ、更に情報共有の視点を上手く絡めるべきである。 

 

（３）提言書の作成 

 ・福島会長が今後進めていく提言書作成の具体的な方法について説明した。 

 ・具体的なまちづくりの提案部分は、小委員会ごとのテーマに応じて、各委員から

提出された『提言書作成票』を要約して、委員長が中心になり作成する。 

 ・その他（市民会議の概要や経過など）の部分は、会長が事務局と調整しながら作

成し、定例会で合意を得る。 

 ・作成作業を効率的に進めるため、各委員は『提言書作成票』に提言書に反映した

い事項を項目ごとに記入し、事前に事務局へ提出する。『提言書作成票』は「テ

ーマ」や「現状認識と現状確認」など一部でも作成でき次第、提出期限前でも事

務局に提出する。 

・事務局は、委員から『提言書作成票』が提出された際は、速やかに委員長へ報告

する。 

・委員長は、報告を受けた『提言書作成票』の文章をまとめ、次回の小委員会で内

容を協議する。 

 ・内容を協議する際は、「パソコン」「スクリーン」「プロジェクター」を用意し、

その場で文章構成を行いながら進めていく。 

 

（４）第２期（次期）のまちづくり市民会議 

・福島会長が、現時点で事務局が示した「次期まちづくり市民会議（案）」につい

て説明した。 
・現時点で決定はしていないが、平成２１年度以降もまちづくり市民会議を継続し

ていきたい。 
・まちづくり基本条例の検討については、毎年検討すると頻度が高くなるため、基

本的には２年おきとしたい。 
・第１期で協議した内容を意味あるものにするため、引継期間を設け、第１期で協

議した内容を第２期の委員へ説明する場を設けたい。 
・第１期の提言書における実施状況の検証は、第２期で行いたい。 
・新委員を募集する際は、第１期で実施した内容の資料を募集要項に掲載するなど

検討していきたい。 
 



（５）その他 

 ・７月からは具体的な提言書作成の作業に入る。 

・各委員は、６月２３日（月）までに事務局へ『提言書作成票』を提出する。 
※第１１回 第１小委員会 

７月３日（木）午後６時３０分～ 太田市役所１０階 政策推進会議室 

 

※第１小委員会と市の関係課（地域総務課、都市計画課など）との意見交換会 

７月７日（月）午後６時３０分～８時３０分 太田市役所１０階 政策推進会議室 

議題 

●地域総務課 

①町内会・区長制度の役割と現状の課題について 

②区長会の現状と活性化策の問題点について 

③地域と行政の現状と問題点について 

●都市計画課 

①都市計画マスタープランと利便性のあるコンパクトなまちづくりとの課題について 

②人口構成に歪みのある行政区の現状と今後の課題について 

＊ご多用中と思いますが、せっかくの機会ですので、各委員の出席をお願いします。 

 


